
 
 

 

 

平成３１年４月２２日 

 

 

「文化財の防火対策等について（通知）」の発出について 

 
 

 

 

 

【趣旨】 

 このたび、フランスパリのノートルダム大聖堂で大規模な火災が発生したことに関連し

て、別紙のとおり、文化財の防火対策についての留意事項を周知するとともに、国宝・重

要文化財の管理状況等の緊急状況調査を行います。 

 今後、文化庁としては、点検結果を確認しつつ、より一層文化財の防火対策を推進する

とともに、消防庁などの関係省庁とも連携しながら、我が国の貴重な文化財の保護に万全

を期してまいります。 

 

 

 

※資料が膨大となるため、別紙１－１、１－３、１－５、２－１については添付を省略しております。 

フランスパリのノートルダム大聖堂で大規模な火災が発生したことに関連して、文化

財の防火対策等について通知いたしましたので、お知らせします。 

＜担当＞ 文化庁文化資源活用課   

  課         長         小林  万里子（内線2859） 

   課 長 補 佐          菊地  史晃  （内線4888） 

   文 化 財 調 査 官（整備活用部門）  梅津  章子  （内線2798） 

   企 画 係 長           手嶋  一了   (内線2862) 

    電話：03-5253-4111（代表） 





記 

 

 

１ 日頃から、地元消防、警察など関係機関との連携を密にし、必要に応じて

地域住民等の協力を得るなど、防火、防犯体制の強化に努めること。 

 

２ 文化財の所有者、管理者に対し、文化財の周辺に木材等の可燃物類を置か

ないように管理を徹底すること。 

 

３ 修理現場においては、工事中の防火管理を徹底すること。 

 

４ 建造物の特性や周辺状況、通常の管理体制等に応じ、防火、防犯設備の設

置の推進に努めること。また、既に設置している場合には、設備が正常に

動作するか定期的に点検すること。さらに、建造物の周辺における火気

管理を徹底すること。 

 

５ 文化財収蔵施設等の周辺状況や管理体制等に応じ、防火、防犯設備の

設置の推進に努めること。また、既に設置している場合には、設備が正

常に動作するか定期的に点検すること。さらに、文化財収蔵施設等の周

辺における火気管理を徹底すること。 

 

６ 火災発生時の初期対応（通報、初期消火、文化財救出等）並びに延焼防止

策などを確実に実施できるように、防火設備の再点検や初期対応の体制を確認

するとともに、防火訓練の実施を徹底すること。 

 



国 宝 ・ 重 要 文 化 財 の 防 火 対 策 等 に つ い て  

 

 

 今 般 、 フ ラ ン ス パ リ の ノ ー ト ル ダ ム 大 聖 堂 で 大 規 模 な 火 災 が 発

生 し 、世 界 的 に 貴 重 な 文 化 遺 産 が 焼 損 し ま し た 。こ の こ と に つ い て 、

大 変 残 念 に 思 う と と も に 、フ ラ ン ス 政 府 と 国 民 の 皆 様 に 対 し 、謹 ん

で お 見 舞 い を 申 し 上 げ ま す 。  

 

 文 化 財 は 、火 災 等 に よ り 滅 失 毀 損 す れ ば 、再 び 回 復 す る こ と が 不

可 能 な か け が え の な い 国 民 全 体 の 財 産 で す 。  

 

 ま た 、 我 が 国 に お い て も 、昭 和 24 年 1 月 に 、現 存 す る 世 界 最 古

の 木 造 建 造 物 で あ る 法 隆 寺 金 堂 で 火 災 が 発 生 し 、 貴 重 な 壁 画 が 焼

損 し た こ と か ら 、 火 災 な ど 災 害 に よ る 文 化 財 保 護 の 危 機 を 深 く 憂

慮 す る 世 論 が 高 ま り 、こ れ を 契 機 と し て 翌 昭 和 25 年 に 文 化 財 保 護

法 が 制 定 さ れ た こ と を 忘 れ て は い け ま せ ん 。  

 

 こ れ ま で も 、関 係 各 位 に お か れ ま し て は 、文 化 財 の 防 火 対 策 等 に

つ い て 各 種 取 組 の 実 施 に ご 尽 力 い た だ き 、 文 化 財 の 適 切 な 管 理 を

図 る た め 、格 段 の ご 努 力 を い た だ い て き た と こ ろ で す が 、改 め て こ

れ ま で 以 上 の 防 火 対 策 等 の 徹 底 を お 願 い し ま す 。  

 

 文 化 庁 と し て は 、こ れ に 関 連 し て 、で き る だ け 速 や か に 、重 要 文

化 財 建 造 物 や 重 要 文 化 財 を 保 管 す る 博 物 館 等 の 防 火 対 策 等 に つ い

て 、緊 急 に 調 査 を 依 頼 さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。ま た 、改 め

て 、 防 火 対 策 の 徹 底 等 に 当 た っ て の 留 意 事 項 等 も お 伝 え し た い と

思 い ま す 。  

 

 文 化 庁 と し ま し て は 、 我 が 国 の 貴 重 な 文 化 財 の 保 護 に 万 全 を 期

し て ま い り ま す の で 、 ご 協 力 方 よ ろ し く お 願 い し ま す 。  

 

  

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ７ 日  

 

文 化 庁 長 官   

別 添 １ 



別添２ 

緊急状況調査等について 

 

 

１．趣旨 

  我が国の国宝・重要文化財（以下、「重要文化財」という。）の防火対策の現状等について、文

化庁において緊急的及び基礎的な状況を把握するために実施する調査です。 

 

２．調査方法 

 ① 世界文化遺産の構成資産である重要文化財（建造物） 

  ⅰ）調査対象者等 

ア 調査対象者：世界文化遺産の構成資産である重要文化財（建造物）の所有者 

イ 調査対象物：別紙１－１に示す重要文化財（建造物） 

ウ 点検票（世界文化遺産）：別紙１－２ 

エ 集計表（世界文化遺産）：別紙１－３ 

オ 防災設備等設置状況一覧（建造物）：参考資料 

カ 照会の流れ：文化庁→都道府県→市町村→所有者 

キ 回収の流れ：所有者による回答→市町村→都道府県による集計（※１）→文化庁 

    ※１ 別紙１－３の作業手順シートを参照 

 

ⅱ）提出期限 平成３１年４月２４日（水）必着 

 

ⅲ）提出方法及び提出先 

     点検票（世界文化遺産）：電子媒体 メールアドレス：shigen@mext.go.jp 

     集計表（世界文化遺産）：電子媒体 メールアドレス：shigen@mext.go.jp 

 

② 重要文化財（建造物） 

  ⅰ）調査対象者等 

ア 調査対象者：重要文化財（建造物）の所有者 

イ 調査対象物：別紙１－１に示す重要文化財（建造物） 

ウ 調査票（建造物）：別紙１－４ 

エ 集計表（建造物）：別紙１－５ 

オ 防災設備等設置状況一覧（重要文化財（建造物））：参考資料 

カ 照会の流れ：文化庁→都道府県→市町村→所有者 

キ 回収の流れ：所有者による回答→市町村→都道府県による集計（※１）→文化庁 

    ※１ 別紙１－４の作業手順シートを参照 

    ※２ 別紙１－１、参考資料は、「① 世界文化遺産の構成資産である重要文化財（建造物）」

の配布物と同じものです。 



 

ⅱ）提出期限 平成３１年６月２１日（金）必着 

 

ⅲ）提出方法及び提出先 

ア 調査票（建造物）：紙媒体 文化庁文化資源活用課総務係 宛 

電子媒体 メールアドレス：shigen@mext.go.jp  

イ 集計表（建造物）：電子媒体 メールアドレス：shigen@mext.go.jp  

 

③ 重要文化財を保管する博物館等 

  ⅰ）調査対象者等 

ア 調査対象者：博物館、美術館及び埋蔵文化財センター等 

イ 調査対象施設：別紙２－１（※）に示す重要文化財（美術工芸品）を保管する施設 

    ※ 別途お送りする予定です（４月２２日（月）中を予定）。 

ウ 調査票（博物館等）：別紙２－２ 

エ 照会の流れ：文化庁→都道府県→（必要に応じて市町村を経由して）各施設 

オ 回収の流れ：各施設による回答→（必要に応じて市町村を経由して）都道府県→文化庁 

    ※ 都道府県で集計を行っていただく必要はありません。 

    ※ 国・独立行政法人の施設は文化庁まで直接回答をお願いします。 

 

ⅱ）提出期限 平成３１年６月２１日（金）必着 

 

ⅲ）提出方法及び提出先 

 調査票：郵送又はＦａｘ、メールのいずれか 

郵送 文化庁文化財第一課調査係 宛 

Ｆａｘ：０３－６７３４－３８２１ 

メールアドレス：bunkazai1@mext.go.jp 

 

３．本件に関する問い合わせ先 

   〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３丁目２番２号 

０３－５２５３－４１１１（代表） 

重要文化財（建造物）：文化資源活用課整備活用部門（２７９８） 

重要文化財を保管する博物館等：文化財第一課調査係（３１５４） 

総   括：文化資源活用課総務係（２８７１） 



【文化財名称（ ○○○○ 重要文化財建造物）】

１.自動火災報知設備

→法定点検の結果 （最終法定点検日：

２.消火設備

→法定点検の結果 （最終法定点検日：

点検票（世界文化遺産）

国宝・重要文化財（建造物）の基本的設備である下記の防災設備については，至急
設置状況の回答をお願いします。
なお、消火器を除く消火設備については、確実に作動するか、是非、現地で確認を

お願いします。
設備機能の停止又は不具合がある場合は、下記項目「４」に記載ください。

締め切り ４月２４日（水）

消火設備の設置について、設置されているものに☑を付け、今回の調査結果（問題の有無）を
チェックしてください。義務化されている設備については、最終点検日も記載ください。

平成 年 月 日）

平成 年 月 日）

ある

なし

設置の必要なし

消火器

消火栓

問題あり

問題なし

問題あり

問題なし

問題あり

問題なし

別紙１－２



（ ）

３.避雷設備

４．設備機能の停止又は不具合がある場合、下記へ詳細を記載ください。

設備なし

ある

なし

設置の必要なし

放水銃

問題あり

問題なし

スプリンクラー

問題あり

問題なし

ドレンチャー

問題あり

問題なし

その他消火設備



火災予防段階
Ⅰ．防火対策

１．火災の危険性
①失火

（１） 建造物内部での火気の使用

使用する

使用しない

（２） 消防法によるたき火、喫煙禁止区域の指定状況

区域内にある

区域外にある

②放火
（１） 建造物内部の開放状況

常時開放

一時的開放（昼間或いは期間等を限定して）開放

開放しない

（２） 建造物への接近状況

常時接近可能

一時的（期間等を限定して）接近可能

接近できない

柵等で接近が不可能

木造の覆屋内に納められている

非木造の覆屋内に納められている

展示物等として木造の博物館等に収蔵

展示物等として非木造の博物館等に収蔵

本調査は，重要文化財（建造物）の防火・防犯状況の実態を把握することを目的として行うものですので，現状をそのま
まご回答ください。回答にあたっては該当する箇所に☑を付け，必要に応じて回答を記載してください。
  特に消火器を除く消火設備については、確実に作動するか、是非、現地で確認をお願いします。

なお防火，防犯の観点より，個別の結果についての公表は行いません。何卒，御協力くださるようお願いいたします。

２ 質問事項

１ 文化財名称 【                          】

市町村長が火災の警戒上特に必要があると認める場合に、一定の区域内のたき火または喫煙を一
定期間制限できることを規定しています。分からない場合は市町村の担当者に聞いてください。

※ 回答は棟ごとにご記入ください。

建造物内部はどのように開放していますか。

建造物内部でろうそく、線香、かまど、囲炉裏、厨房設備や暖房設備等の火気を使用しますか。

内部の開放とは不特定の人の出入りが可能である状況とします。常時とは２４時間とし、儀式・行事な
どに限り使用する場合は「 一時的開放」としてください。

建造物が所在する場所は、消防法によりたき火、喫煙禁止区域に指定されていますか。

不特定の人が建造物へ接近できるかについて、お答えください。
「接近できない」の場合は、「接近できない」に☑のうえ、さらにその状況についても☑を付けてくださ
い。

緊急状況調査票(重要文化財（建造物））

別紙１－４

1



(3) 建造物が所在する敷地の状況（周辺地区の状況）

常時開放 （例：いつも自由に敷地に入れる場合）

一時的開放 （例：時間・期間を限定して敷地に入れる場合）

開放していない

③延焼
(1) 建造物の周辺状況

木造密集（伝統的建造物群保存地区やその他の保存地区の内部）

木造密集（上記以外）

不燃化が進められている密集地域

上記以外

(2) 建造物の周辺状況（近接建物について）

木造

非木造

木造・非木造両方

不明

④飛び火
(1) 屋根材

可燃性の屋根材 （例：茅、檜皮、こけら等の植物性屋根材）

不燃性の屋根材（例：瓦、金属板等）

不燃性の屋根材で葺かれているが、植物性屋根材に復原される可能性あり

（例：茅葺を鉄板で覆っている場合）

⑤落雷
(1) 当該地域周辺での落雷被害

ある

なし

不明

(2) 避雷設備

ある

なし

設置に必要なし

その他の保存地区とは、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」による歴史的風
致維持向上計画に基づく重点区域、景観法に基づく景観地区等や、条例に基づく美観地区、景観形
成地区などをさします。分からない場合は市町村の担当者に聞いてください。

建造物の屋根材について、当てはまるものに☑を付けてください。

一部でも可燃性の屋根材が用いられている場合は「可燃性の屋根材」に☑を付けてください。

建造物に避雷設備はありますか。

建造物に近接して建物がある場合、当てはまるものに☑を付けてください。なお近接する建物とは、
約30ｍ程度の範囲を言います。

建造物が所在する敷地の開放状況について、当てはまるものに☑を付けてください。

建造物の周辺の状況について、当てはまるものに☑を付けてください。

避雷設備には建造物に直接取り付けた避雷設備と、建造物が所在する敷地内に柱を建ててこれに
避雷針を取り付け（独立避雷針）てその周囲を保護するものがあります。

建造物が所在する敷地、または周辺での落雷被害はありましたか。

わかる範囲でお答えください。なお、目安として近年３ヶ年以内に所在する市町村に落雷があった場
合を「ある」としてください。
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⑥過去の火災
(1) 当該建造物の周辺での火災の発生

ある

なし

不明

(2) 当該建造物での火災の発生

ある

なし

不明

２．その他

博物館などの展示施設に収蔵されている

本堂や覆屋等の中に収められている

その他

(2)収蔵施設の文化財指定

未指定

その他

(3)収蔵施設の構造

木造

非木造

(4)収蔵施設の屋根材
収蔵施設の屋根材で、当てはまるものに☑を付けてください。

可燃性屋根材（茅、檜皮、こけら等の植物性屋根材）

Ⅱ．警備体制
１．防犯設備

ある （具体例： ）

なし

過去において、周辺で火災が発生したか。

(1)収蔵施設の種類
建造物の収蔵施設の種類について、当てはまるものに☑を付けてください。

その他は、建造物が博物館などの展示施設、本堂或いは覆屋等に納められている場合にお答え下さ
い。

わかる範囲でお答えください。なお、目安として近年５ヶ年以内に火災があった場合を「ある」としてく
ださい。

過去において、（ボヤも含めて）火災があったか。「ある」とした場合は、その対応について記載くださ
い。

国指定重要文化財(建造物）

不燃性屋根材（瓦、金属板等）

地方指定文化財(建造物）

わかる範囲でお答えください。なお、目安として近年５ヶ年以内に火災があった場合を「ある」としてく
ださい。

収蔵施設の構造について、当てはまるものに☑を付けてください。

防犯設備には監視カメラ、センサー等があてはまります。

建造物が収蔵されている施設の文化財指定について、当てはまるものに☑を付けてください。

（ ）

（ ）

（ ）

建造物に対する不審者等を警戒するための防犯設備を設置していますか。

3



２．警備要員

常時（24時間体制）いる

開放時間にはいる

警備保障会社等に委託している

警備要員がいない

３．（警備要員がいない場合の）見廻りの体制

所有者等が同敷地内或いは近くに居住

昼夜等時間を定めて巡視

昼間（或いは夜間のみ）巡視

その他

４．夜間及び昼間の監視体制

昼間 【 人】
夜間 【 人】

Ⅲ．訓練の体制
１．訓練の回数

【 回/年 】

２．想定されている災害
（１）想定される火災訓練について

通常火災（失火等）

放火火災

その他（具体例： ）

（２）想定される訓練の出火元についてに

屋内からの火災

屋外からの火災

両方

特に定めていない

３．自衛消防組織

ある

なし

建造物の警備要員について、当てはまるものに☑を付けてください。

昼間及び夜間における火災等の緊急時に対応できる人数をお答えください。

消防訓練を１年間に行っている回数をお答えください。

警備要員とは緊急時に対応できる者とし、寺や神社の職員や民家の所有者等も含めます。また常時
いるとは建造物を常時警備できる体制でいることも含めます。

訓練の際に想定している火災について、当てはまるものに☑を付けてください。

訓練の際に想定している火災の出火元について、当てはまるものに☑を付けてください。

自衛消防組織はありますか。

上記が「警備要員がいない」の場合、建造物の見廻りの体制について、当てはまるものに☑を付けて
ください。
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Ⅳ．想定される火災の要因
１．所有者が危惧する火災の主要因

放火

周囲からの延焼

失火

落雷

修理中の火災

その他

Ⅴ．その他の文化財
１．重要文化財（美術工芸品）

ある

なし

２．史跡、名勝、天然記念物

ある

なし

３．重要有形民俗文化財

ある

なし

国指定の重要有形民俗文化財が近くにありますか。

国指定の史跡、名勝、天然記念物の敷地内に指定建造物がありますか。

国指定の重要文化財（美術工芸品）が指定建造物内部にありますか。

（ ）

所有者が懸念する火災の主要因について、当てはまるものに☑をつけてください。複数回答可
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火災発生時
Ⅰ．防火設備の現状

１．自動火災報知設備

ある

なし

なし（消防署等の指導により設置していない）

２．自動火災報知設備の受信器の設置場所と管理体制

常時人がいる場所に設置されている

（例 24時間人が常駐している防災センターあるいは管理室に自動火災報知設備の受信器が
    設置されている場合、所有者等の住居に設置されている場合）

夜間等一時的に無人になる場所に設置されている

常時人がいない場所に設置されている（例：神社の社務所や近接地の公民館等に設置されている場合）

→対策

その他

３．消火器

ある → （最終点検日： 平成 年 月 日）

なし

４．消火栓設備

屋外にある

消火設備

→ 問題あり 問題なし

消火栓

→ 問題あり 問題なし

放水銃

→ 問題あり 問題なし

ドレンチャー（植物性屋根への飛火・延焼を防ぐため、水幕で建物を包む装置）

→ 問題あり 問題なし

その他消火設備

→内容

屋内にある

消火設備

→ 問題あり 問題なし

消火栓

→ 問題あり 問題なし

スプリンクラー設備

→ 問題あり 問題なし

これらの代替設備であるとなるパッケージ型消火設備

→ 問題あり 問題なし

なし

（ あ ）

上記で「ある」の場合、火災報知設備の受信機が設置されている場所について、当てはまるものに☑
を付けてください。「常時人がいない場所に設置されている」に☑を付けた場合は、その対策を講じ
ている際には、その対策について記載ください。

自動火災報知器はありますか。

全ての重要文化財（建造物）については、自動火災報知設備を設置しなければなりませんが、石塔
等、消防の指導等により自動火災報知設備を設置していない場合は、「なし（消防署等の指導により
設置していない）」に☑を付けてください。

消火器はありますか。「ある」の場合は、消火器の最終点検日も記載ください。

消火栓は整備されていますか。
「ある」の場合は、「ある」に☑を付け、設置している設備にも☑を付けてください。
また、それぞれの設備の動作状況について、該当する状況に☑を付けてください。

（
）
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５．その他の消火設備

ある

動力ポンプ

→ 問題あり 問題なし

可搬式ポンプ

→ 問題あり 問題なし

その他の設備

→内容

なし

消火器、消火栓設備以外の消火設備はありますか。
「 ある」の場合には、「ある」に☑を付け、さらに設置している設備にも☑を付けてください。
また、それぞれの設備の動作状況について、該当する状況に☑を付けてください。

（ ）

6．上記「防火設備の現状 1.自動火災報知設備～5.その他の消火設備」で問題（設備機能の停
止又は不具合など）がある場合は、その詳細を下記へ記載ください。
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7．水利設備
（１）防火水槽

ある

なし

（２）その他の防火水槽

ある

なし

（３）自然水利

ある

なし

Ⅱ．消火活動の困難性

１．消防車等の接近状況

周辺に空地がないために接近が困難

道路が狭隘で消防車両の接近が困難（小型車のみしか接近できない）

消火活動に適した消防水利（消火栓又は防火水槽）まで接近できる

２．消防署からの距離

約 ｍ

約 分

３．消防分団からの距離

約 ｍ

約 分

Ⅲ．地域防災活動の現状

１．近隣住民の協力

あり

なし

２．自衛防災組織

あり

なし

3．ボランティア組織

あり

なし

建造物の所在する場所から消防署までの距離並びに普段の交通事情の到達時間についてお答えく
ださい。

初期消火や避難誘導を支援する、自衛消防団等の活動状況について☑をつけてください。

重要文化財（建造物）専用以外で、重要文化財（建造物）に利用可能な防火水槽（公設の防火水槽
等）はありますか。

重要文化財（建造物）に利用可能な自然水利（河川、池等）はありますか。

緊急時に消防車等が建造物に接近できるか、当てはまるものに☑をしてください。

建造物の所在する場所から消防分団までの距離についてお答えください。

重要文化財（建造物）専用の防火水槽はありますか。
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その他
Ⅰ．防火、防犯対策を行うに当たって望まれること（自由記述）

Ⅱ．独自で特別に行っている対策（自由記述）
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ページ番号

⇒ ３ページへ

⇒ １０ページへ

耐火性の建築物
（コンクリート造り、煉瓦造り）

別紙２－２－ａ

① 保管施設を複数有する場合
保管施設の構造に応じ、回答用紙を選択してください。
※ 例えば、耐火性の建築物と非耐火性の建築物を所有している場合は、「別紙２－２

－a」と「別紙２－２－ｂ」のそれぞれにご回答ください。

② 同一種類の保管施設を複数有する場合
同一種類の保存施設を複数所有している場合は、防火・防犯に関して十分

でないとお考えの建築物を念頭にご回答ください。
※ 例えば、２棟の非耐火性建築物にそれぞれ重要文化財を保存している場合は、防火

・防犯に関して十分でないとお考えの棟を念頭にご回答ください。

別紙２－２－ｂ

国宝・重要文化財を保管する博物館等の防火・防犯状況調査票

本調査は、国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等の防火・防
犯状況の実態を把握することを目的として行うものですので、現状をそのまま
ご回答ください。回答にあたっては、該当する記号に○印を付け、必要に応じ
て回答を記載してください。防火、防犯の観点より、個別の結果についての公
表は行いません。

また、本調査を機に、改めて防火・防犯管理体制等のご確認をいただけれ
ば幸いです。

何卒、御協力くださるようお願いいたします。

【回答方法】
《 回答用紙の選択について 》

国宝・重要文化財の保管施設・保管場所の耐火性ごとに回答用紙が異なり
ますので、ご注意ください。

保管施設・保管場所 回答用紙

非耐火性の建築物

別紙２－２
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耐火性の建築物用 別紙２－２－ａ

２ 保管する国宝・重要文化財の名称（ ）
※ 複数の文化財を保存している場合には、代表的な文化財の名称を１つご記入ください。

３ ご担当者名（ ）

４ ご連絡先（電話又はE-mailアドレス）（ ）

防火管理体制
１．防火設備
①警報設備

（１） 自動火災報知設備

a. ある（ 自動煙感知器 自動温度感知器 ）
b. なし

（２） その他の通報設備

a. ある（ サイレン 警鐘 消防通報設備 漏電火災警報器 ）
b. なし

②消火設備
(１) 消火器

ａ. ある（ 圧縮水 二酸化炭素 ドライケミカル 泡 ハロン 酸
その他（ ） ）

b. なし

(２) 消火設備

a. ある（ ガス消火設備 スプリンクラー 消火栓 防火ダンパー
防火扉・防火シャッター 空気排煙設備 その他（ ） ）

b. なし

(３) その他の消火設備

a. ある（ 動力ポンプ 可搬式ポンプ 貯水槽 貯水池 導水路
その他（ ） ）

b. なし

自動火災報知設備はありますか。「a ある」の場合には、設置している設備に○を付けてく
ださい。（複数回答可）

自動火災報知設備以外の通報設備はありますか。「a ある」の場合には、設置している設
備に○を付けてください。（複数回答可）

消火器はありますか。「a ある」の場合には、設置している消火器に○を付けてください。
（複数回答可）

消火設備はありますか。「ａ ある」の場合は、設置している設備に○を付けてください。
（執務室、展示室、収蔵庫等室内を含む。複数回答可）

上記以外の消火設備等はありますか。「a ある」の場合には、設置している設備に○を付け
てください。（複数回答可）

１ 博物館等の名称（ ）

５ 質問事項
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２．管理行為
（１） 防火管理者等

a. はい（ 防火管理者 火元責任者 消防計画 ）
b. いいえ

（２） 防火設備の点検

 
a. はい（ 目視による自主点検 消防署による立入検査 業者による点検

その他（ ） ）
・最終点検日（ 年 月 日 ）

b. いいえ

（３） 点検指摘事項

 
a. はい

・指摘事項

b. いいえ

(４) 巡回・監視

a. はい
・毎日
・週に１回
・月に１回
・その他（ ）

b. いいえ

(５) 消火訓練

a. はい
b. いいえ

(６) 文化財救出訓練

a. はい
b. いいえ

(７) 文化財救出計画

点検の際に指摘事項はありましたか。「a はい」の場合、指摘事項を記入してください。

消防法に基づく防火管理者、火元管理者、消防計画を定めていますか。「a はい」の場合は
定めているものに○を付けてください。（複数回答可）

年１回以上、防火設備の点検を行っていますか。「a はい」の場合、行っている点検に○を
付け、最終点検日をご記入ください。（複数回答可）

定期的に施設の巡回・監視を行っていますか。「ａ はい」の場合、巡回監視はどの程度
行っていますか。

年１回以上、消火訓練を行っていますか。

年１回以上、文化財救出訓練を行っていますか。
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a. はい
b. いいえ

（８） 火気の使用

a. はい（火気使用の場所： ）
b. いいえ

(９) 喫煙の場所

a. はい（喫煙の場所： ）
（条件： ）

b. いいえ

施設内で喫煙が許可されていますか。「a はい」の場合は、場所と条件をご記入ください。
（例：館内喫煙所で職員と登録来館者のみ喫煙可）

火災時等の文化財救出に関する計画等を策定していますか。

施設内で火気を使用していますか。「ａ はい」の場合は、火気使用の場所をご記入くださ
い。（施設には収蔵・展示区画以外を含む。例：給湯室、カフェなど）
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防犯管理体制
１．防犯設備

（１） 玄関・通用口の施錠

a. シリンダー錠（マンション等で一般的に用いられている錠）
b. 電子ロック錠（暗証番号によるテンキー入力型等の電子的な錠）
c. その他（ ）
d. なし

（２） 入口・窓等の補強

a. 防犯ガラス
b. 防犯フィルム
c. 格子
d. その他（ ）
ｅ. なし

（3） 防犯警報装置

・ 監視カメラ
a. ある（ 作動 非作動 ）
b. なし

・ 人感センサー
a. ある（ 作動 非作動 ）
b. なし

・ サイレン・警告装置
a. ある（ 作動 非作動 ）
b. なし

・ その他（ ）（ 作動 非作動 ）

２．警備体制
（１） 警備人員

a. いる（ ２４時間常駐 日中のみ常駐 夜間のみ常駐
その他（ ） ）

b. いない（ 警備会社による機械警備 警備員による訪問巡回
その他（ ） ）

（２） 警備範囲

a. 展示室
b. 施設内
c. 施設外の周辺区域
d. その他（ ）

常駐の警備専門の人員はいますか。「a いる」の場合は当てはまるものに○を付けてくださ
い。また、「b いない」の場合、代わりに採用している警備体制があれば当てはまるものに
○を付けてください。（複数回答可）

警備する範囲をどのように定めていますか。当てはまるものに○を付けてください。（複数
回答可）

施錠にあたってはどの様な錠を使用していますか。当てはまるものに○を付けてください。
（複数回答可）

入口・窓等の補強をどのように行っていますか。当てはまるものに○を付けてください。（複
数回答可）

防犯警報装置としてどのようなものを設置していますか。当てはまるものに○を付けてくだ
さい。（複数回答可）また、「ａ ある」の場合、作動、非作動の別に○を付けてください。
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３．管理行為
①巡回監視

（１） 巡回監視

a. はい
・毎日
・週に１回
・月に１回
・その他（ ）

b. いいえ

（２） 巡回監視

a. はい
b. いいえ

②公開中の対応
（１） 退出後の点検

a. はい
b. いいえ

（２） 警備・監視

a. はい
b. いいえ

③その他
（１） 管理台帳の作成

a. はい
b. いいえ

定期的に警備員以外の職員による巡回監視を行っていますか。「ａ はい」の場合、巡回監
視はどの程度行っていますか。

事故が起こりやすい開館・閉館時に警備・監視を強化していますか。

観覧者の退出を確認して施錠等を行うとともに、事後に文化財の点検を行っていますか。

遮蔽物を取り除くなど、監視上の死角、盲点をつくらぬよう配慮していますか。

重要文化財の管理台帳（目録・写真）を作成していますか。

7 ページ



Ⅰ．防火、防犯対策を行うに当たって望まれること（自由記述）

Ⅱ．独自で特別に行っている対策（自由記述）
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以上です。ご協力いただきありがとうございました。

Ⅲ．防災設備の改修の必要性について感じていること（自由記述）
（例：老朽化、不具合、部品の廃止等）

Ⅳ．空調設備等の改修の必要性について感じていること（自由記述）
（例：老朽化、不具合、部品の廃止等）
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非耐火性の建築物用 別紙２－２－ｂ

２ 保管する国宝・重要文化財の名称（ ）
※ 複数の文化財を保存している場合には、代表的な文化財の名称を１つご記入ください。

３ ご担当者名（ ）

４ ご連絡先（電話又はE-mailアドレス）（ ）

防火管理体制
１．防火設備
①警報設備

（１） 自動火災報知設備

a. ある（ 自動煙感知器 自動温度感知器 ）
b. なし

（２） その他の通報設備

a. ある（ サイレン 警鐘 消防通報設備 漏電火災警報器 ）
b. なし

②消火設備
(１) 消火器

ａ. ある（ 圧縮水 二酸化炭素 ドライケミカル 泡 ハロン 酸
その他（ ） ）

b. なし

(２) 消火設備

a. ある（ ガス消火設備 スプリンクラー 消火栓 防火ダンパー
防火扉・防火シャッター 空気排煙設備 その他（ ） ）

b. なし

(３) その他の消火設備

a. ある（ 動力ポンプ 可搬式ポンプ 貯水槽 貯水池 導水路
その他（ ） ）

b. なし

消火設備はありますか。「ａ ある」の場合は、設置している設備に○を付けてください。
（執務室、展示室、収蔵庫等室内を含む。複数回答可）

１ 博物館等の名称（ ）

５ 質問事項

自動火災報知設備はありますか。「a ある」の場合には、設置している設備に○を付けてく
ださい。（複数回答可）

消火器はありますか。「a ある」の場合には、設置している消火器に○を付けてください。
（複数回答可）

自動火災報知設備以外の通報設備はありますか。「a ある」の場合には、設置している設
備に○を付けてください。（複数回答可）

上記以外の消火設備等はありますか。「a ある」の場合には、設置している設備に○を付け
てください。（複数回答可）
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２．管理行為
（１） 防火管理者等

a. はい（ 防火管理者 火元責任者 消防計画 ）
b. いいえ

（２） 防火設備の点検

 
a. はい（ 目視による自主点検 消防署による立入検査 業者による点検

その他（ ） ）
・最終点検日（ 年 月 日 ）

b. いいえ

（３） 点検指摘事項

 
a. はい

・指摘事項

b. いいえ

(４) 巡回・監視

a. はい
・毎日
・週に１回
・月に１回
・その他（ ）

b. いいえ

(５) 消火訓練

a. はい
b. いいえ

(６) 文化財救出訓練

a. はい
b. いいえ

点検の際に指摘事項はありましたか。「a はい」の場合、指摘事項を記入してください。

定期的に施設の巡回・監視を行っていますか。「ａ はい」の場合、巡回監視はどの程度
行っていますか。

年１回以上、消火訓練を行っていますか。

年１回以上、文化財救出訓練を行っていますか。

消防法に基づく防火管理者、火元管理者、消防計画を定めていますか。「a はい」の場合は
定めているものに○を付けてください。（複数回答可）

年１回以上、防火設備の点検を行っていますか。「a はい」の場合、行っている点検に○を
付け、最終点検日をご記入ください。（複数回答可）
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(７) 文化財救出計画

a. はい
b. いいえ

(8) 火気の使用

a. はい（火気使用の場所： ）

b. いいえ

(９) 喫煙の場所

a. はい（喫煙の場所： ）

（条件： ）

b. いいえ

施設内で喫煙が許可されていますか。「a はい」の場合は、場所と条件をご記入ください。
（例：館内喫煙所で職員と登録来館者のみ喫煙可）

火災時等の文化財救出に関する計画等を策定していますか。

施設内で火気を使用していますか。「ａ はい」の場合は、火気使用の場所をご記入くださ
い。（施設には収蔵・展示区画以外を含む。例：給湯室、カフェなど）
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防犯管理体制
１．防犯設備

（１） 玄関・通用口の施錠

a. シリンダー錠（マンション等で一般的に用いられている錠）
b. 電子ロック錠（暗証番号によるテンキー入力型等の電子的な錠）
c. その他（ ）
d. なし

（２） 入口・窓等の補強

a. 防犯ガラス
b. 防犯フィルム
c. 格子
d. その他（ ）
ｅ. なし

（3） 防犯警報装置

・ 監視カメラ
a. ある（ 作動 非作動 ）
b. なし

・ 人感センサー
a. ある（ 作動 非作動 ）
b. なし

・ サイレン・警告装置
a. ある（ 作動 非作動 ）
b. なし

・ その他（ ）（ 作動 非作動 ）

２．警備体制
（１） 警備人員

a. いる（ ２４時間常駐 日中のみ常駐 夜間のみ常駐 その他（ ）
b. いない（ 警備会社による機械警備 警備員による訪問巡回

その他（ ） ）

（２） 警備範囲

a. 展示室
b. 施設内
c. 施設外の周辺区域
d. その他（ ）

常駐の警備専門の人員はいますか。「a いる」の場合は当てはまるものに○を付けてくださ
い。また、「b いない」の場合、代わりに採用している警備体制があれば当てはまるものに
○を付けてください。（複数回答可）

警備する範囲をどのように定めていますか。当てはまるものに○を付けてください。（複数
回答可）

入口・窓等の補強をどのように行っていますか。当てはまるものに○を付けてください。（複
数回答可）

施錠にあたってはどの様な錠を使用していますか。当てはまるものに○を付けてください。
（複数回答可）

防犯警報装置としてどのようなものを設置していますか。当てはまるものに○を付けてくだ
さい。（複数回答可）また、「ａ ある」の場合、作動、非作動の別に○を付けてください。
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３．管理行為
①巡回監視

（１） 巡回監視

a. はい
・毎日
・週に１回
・月に１回
・その他（ ）

b. いいえ

（２） 巡回監視

a. はい
b. いいえ

②公開中の対応
（１） 退出後の点検

a. はい
b. いいえ

（２） 警備・監視

a. はい
b. いいえ

③その他
（１） 管理台帳の作成

a. はい
b. いいえ

重要文化財の管理台帳（目録・写真）を作成していますか。

定期的に警備員以外の職員による巡回監視を行っていますか。「ａ はい」の場合、巡回監
視はどの程度行っていますか。

遮蔽物を取り除くなど、監視上の死角、盲点をつくらぬよう配慮していますか。

観覧者の退出を確認して施錠等を行うとともに、事後に文化財の点検を行っていますか。

事故が起こりやすい開館・閉館時に警備・監視を強化していますか。
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Ⅰ．防火、防犯対策を行うに当たって望まれること（自由記述）

Ⅱ．独自で特別に行っている対策（自由記述）
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以上です。ご協力いただきありがとうございました。

Ⅳ．空調設備等の改修の必要性について感じていること（自由記述）
（例：老朽化、不具合、部品の廃止等）

Ⅲ．防災設備の改修の必要性について感じていること（自由記述）
（例：老朽化、不具合、部品の廃止等）
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消 防 予 第 １ ４ ９ 号   

平成 31年４月 22日   

 

 

各都道府県知事 殿 

各指定都市市長 殿 

 

 

消 防 庁 次 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

文化財建造物における防火安全指導の実施について（通知） 

 

平成 31 年４月 15 日、フランスのパリにおいて、ユネスコの世界文化遺産に

登録されているノートルダム大聖堂で大規模な火災が発生し、現在、当局により

原因究明が行われているところです。 

 消防機関におかれましては、文化財建造物に対する立入検査、消防訓練時の訓

練指導等を定期的に実施することにより防火安全性の確保を図っていただいて

いるところですが、本火災の発生を踏まえ、特に工事、イベント等の際の出火

防止対策、消防用設備等の適切な維持管理、火災時の初動体制の再確認に万全

を期すよう、引き続き文化財建造物の関係者への御指導をお願いします。 

なお、文化庁より、別添のとおり通知が発出されているところであり、文化財

部局とも連携を図りながら文化財建造物の防火対策等の一層の推進を図られま

すようお願いします。 

また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処

理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知いただきますようお願い

します。 

なお、本通知は消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づ

く技術的助言として発出するものであることを申し添えます。 

  

  

担当 

消防庁予防課予防係  島村、吉田 

電話：03-5253-7523 FAX：03-5253-7533 

別添３ 


